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「
復
興
増
税
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

野
田
佳
彦
総
理
大
臣
は
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日
の
所
信
表
明
演
説
に
お
い
て
、
総
額
十
二
兆
円
を
超
え
る
平
成
二
十

三
年
度
第
三
次
補
正
予
算
の
財
源
に
つ
い
て
、
「
歳
出
削
減
の
道
」
、
「
増
収
の
道
」
と
と
も
に
、
「
歳
入
改
革
の
道
」
に
言

及
し
、
基
幹
税
で
あ
る
所
得
税
や
法
人
税
、
個
人
住
民
税
を
時
限
的
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
言
及
し
た
。

こ
れ
に
先
立
ち
、
先
月
政
府
税
制
調
査
会
よ
り
発
表
さ
れ
た
震
災
復
興
費
用
を
賄
う
臨
時
増
税
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三
年

度
の
税
制
改
正
で
予
定
し
て
い
た
法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
幅
を
三
年
間
圧
縮
す
る
こ
と
と
、
所
得
税
の
定
率
増
税
を
行
う
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。

し
か
し
、
物
価
の
総
合
指
数
で
あ
る
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
ー
（
内
閣
府
発
表
）
で
見
れ
ば
、
わ
が
国
は
平
成
十
年
か
ら
昨
年

ま
で
十
三
年
連
続
し
て
デ
フ
レ
状
態
に
あ
り
、
本
年
に
入
っ
て
さ
ら
に
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
米
国
大
恐
慌
の
三
年
六
ヶ
月

（
一
九
二
九
年
十
月－

一
九
三
三
年
三
月
）
、
さ
ら
に
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
後
の
大
正
十
四
年
か
ら
始
ま
り
昭
和
恐
慌

（
昭
和
五
年－

六
年
）
後
の
昭
和
七
年
ま
で
継
続
し
た
昭
和
の
デ
フ
レ
の
八
年
間
を
は
る
か
に
凌
ぐ
長
期
間
で
あ
る
。
今
回
の

デ
フ
レ
が
始
ま
る
前
年
の
平
成
九
年
を
基
準
と
し
て
本
年
ま
で
の
累
積
デ
フ
レ
率
は
ほ
ぼ
二
〇
％
に
達
し
、
一
世
帯
の
平
均
所

得
は
過
去
十
年
間
で
百
万
円
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
目
的
と
は
い
え
、
増
税

一



に
よ
り
そ
の
財
源
を
賄
う
こ
と
は
、
デ
フ
レ
を
さ
ら
に
加
速
さ
せ
、
わ
が
国
経
済
を
一
段
と
沈
滞
さ
せ
、
恐
慌
的
局
面
に
落
ち

込
ま
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

国
家
経
済
が
デ
フ
レ
に
あ
る
中
で
増
税
を
行
え
ば
、
さ
ら
に
経
済
は
落
ち
込
み
、
消
費
は
冷
え
込
み
、
結
果
、
マ
イ
ナ
ス

成
長
に
拍
車
を
か
け
る
事
態
に
な
る
と
い
う
の
は
、
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
恐
慌
下
の
米

国
は
、
一
九
二
九
年
か
ら
デ
フ
レ
の
状
況
に
あ
っ
た
が
、
共
和
党
の
フ
ー
バ
ー
大
統
領
は
デ
フ
レ
で
税
収
が
減
っ
た
こ
と
を

理
由
に
一
九
三
二
年
、
消
費
税
を
導
入
し
た
。
そ
の
結
果
、
経
済
活
動
は
さ
ら
に
冷
え
込
み
、
同
年
株
価
は
大
暴
落
、
一
九

二
九
年
比
に
し
て
九
〇
％
下
が
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
国
民
所
得
は
一
九
二
九
年
比
で
四
七
％
下
落
し
た
。
以
上
の
よ
う
な
歴

史
的
事
実
に
つ
い
て
、
認
識
如
何
。

二

野
田
政
権
は
、
歳
出
削
減
や
税
外
収
入
を
除
き
、
復
興
財
源
の
大
部
分
を
増
税
に
よ
っ
て
賄
お
う
と
し
て
い
る
が
、
増
税

に
依
ら
な
く
て
も
財
源
は
特
別
会
計
の
剰
余
金
を
充
当
す
る
こ
と
で
捻
出
が
可
能
で
あ
る
。
特
別
会
計
に
は
現
在
、
数
十
兆

円
の
剰
余
金
（
い
わ
ゆ
る
「
埋
蔵
金
」
）
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
多
く
は
増
税
に
代
わ
る
復
興
財
源
と
し
て
活
用
で
き
る
も
の

で
あ
る
。
特
に
、
平
成
二
十
一
年
度
で
十
九
�
七
兆
円
あ
る
財
政
投
融
資
資
金
の
決
算
後
積
立
金
残
高
、
平
成
二
十
二
年
度

の
国
債
整
理
基
金
の
決
算
後
積
立
金
十
三
�
七
兆
円
、
そ
し
て
外
国
為
替
資
金
の
決
算
後
積
立
金
十
九
�
六
兆
円
な
ど
は
、

二



す
ぐ
に
取
り
崩
し
活
用
で
き
る
資
金
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
く
に
国
債
整
理
基
金
の
平
成
二
十
二
年
度
決
算
後
の
積
立
金
十

三
�
七
兆
円
を
取
り
崩
せ
ば
、
復
興
資
金
は
す
べ
て
賄
え
る
。
こ
の
十
三
�
七
兆
円
は
国
債
が
市
場
で
売
れ
な
く
な
っ
た
と

き
の
国
債
購
入
資
金
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
新
規
国
債
が
市
場
で
売
れ
な
け
れ
ば
、
日
本
銀
行
が
既
発
債
を
市
場
で

購
入
し
て
市
場
で
の
流
動
性
を
供
給
す
る
な
ど
の
操
作
を
す
れ
ば
、
新
規
国
債
は
十
分
市
場
で
売
却
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
こ
そ
が
中
央
銀
行
の
責
務
で
あ
り
、
他
国
で
も
こ
う
し
た
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
国
債
整
理
基
金
十
三
�

七
兆
円
は
す
ぐ
に
放
出
で
き
る
資
金
で
あ
る
と
言
え
る
。
以
上
の
資
金
に
つ
い
て
、
そ
の
存
在
の
有
無
に
つ
い
て
、
ま
た
、

こ
れ
を
あ
え
て
使
わ
な
い
理
由
如
何
。

三

二
に
関
連
し
て
、
こ
う
し
た
資
金
を
増
税
に
よ
り
賄
う
代
わ
り
の
資
金
と
し
て
活
用
す
る
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
、
認
識

如
何
。

四

野
田
政
権
は
、
今
後
二
十
五
年
の
長
期
間
所
得
税
を
増
税
す
る
一
方
で
、
法
人
税
を
恒
久
的
に
五
％
引
き
下
げ
る
方
針
を

決
定
し
た
上
で
、
当
初
の
三
年
間
だ
け
臨
時
増
税
を
課
す
方
向
で
あ
る
が
、
こ
の
三
年
間
の
臨
時
増
税
期
間
で
も
、
法
人
税

は
減
税
と
な
っ
て
い
る
。
法
人
税
に
つ
い
て
は
「
財
政
危
機
を
起
こ
し
て
い
る
国
は
法
人
税
を
引
き
下
げ
て
い
る
」
と
い
う

歴
史
的
な
事
実
が
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
実
例
が
米
国
で
あ
る
。
一
九
八
一
年
か
ら
の
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
は
そ
れ
ま
で
の
最

三



高
税
率
四
六
％
を
三
四
％
ま
で
下
げ
、
さ
ら
に
減
価
償
却
期
間
を
短
縮
す
る
な
ど
し
て
法
人
実
効
税
率
を
大
幅
に
下
げ
た
。

さ
ら
に
所
得
税
の
最
高
税
率
を
大
幅
に
下
げ
た
富
裕
層
優
遇
政
策
の
結
果
、
財
政
赤
字
が
拡
大
し
、
米
国
は
債
務
国
に
転
落

し
、
そ
の
後
の
今
日
に
至
る
財
政
赤
字
の
主
因
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
英
国
は
法
人
税
引
き
下
げ
分
を
消
費
税
増
税
で
補

お
う
と
し
て
暴
動
が
お
こ
り
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
法
人
税
を
極
端
に
引
き
下
げ
て
財
政
が
破
た
ん
し
た
。
さ
ら
に
、
ギ
リ

シ
ャ
に
お
い
て
は
、
法
人
税
が
引
き
下
げ
ら
れ
、
消
費
税
を
引
き
上
げ
る
と
い
う
、
わ
が
国
の
政
策
に
も
似
た
税
制
改
革
を

行
っ
た
結
果
、
今
般
の
欧
州
経
済
危
機
の
発
端
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
に
つ
い
て
認
識
如
何
。

五

四
に
関
連
し
て
、
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
減
税
す
る
よ
り
も
、
最
高
税
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
平
成
十
三
〜
二

十
一
年
で
二
十
五
兆
円
あ
る
と
い
わ
れ
る
大
企
業
の
剰
余
金
を
吸
い
上
げ
、
復
興
財
源
に
十
分
充
当
で
き
る
と
と
も
に
、
所

得
税
増
税
の
必
要
も
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
見
解
如
何
。

六

野
田
総
理
は
、
所
信
表
明
演
説
で
「
今
日
生
ま
れ
た
子
ど
も
一
人
の
背
中
に
は
、
既
に
七
百
万
円
を
超
え
る
借
金
が
あ
り

ま
す
」
と
述
べ
た
。
「
今
日
生
ま
れ
た
子
ど
も
」
と
は
新
生
児
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
な
ん
ら
の
経
済
活
動
を
行
っ
た
こ

と
も
な
い
新
生
児
に
七
百
万
円
の
借
金
が
あ
る
と
す
る
論
拠
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


